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生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

名　
　

称

渕
田
医
院

志
村
胃
腸
科
循
環
器

科梶
山
整
形
外
科

所　
　

在　
　

地

佐
賀
市
大
和
町
川
上
五
〇
七
一
番
地
一

佐
賀
市
水
ヶ
江
二
丁
目
四
番
七
号

伊
万
里
市
立
花
町
三
七
三
四

廃
止
年
月
日

平
成
二
〇
・
八
・
一

平
成
二
〇
・
八
・
九

平
成
二
〇
・
八
・
三
一
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�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
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名　
　

称

中
川
内
医
院

夢
咲
胃
腸
内
科

佐
賀
Ｔ
Ｍ
ク
リ
ニ
ッ

クタ
イ
ガ
ー
薬
局

フ
ァ
イ
ン
薬
局

所　
　

在　
　

地

武
雄
市
武
内
町
大
字
真
手
野
二
八
一
八
〇
番
地

一佐
賀
市
兵
庫
町
藤
木
字
四
本
杉
七
七
九
番
地
三

佐
賀
市
鍋
島
五
丁
目
一
〇
番
二
九
号

佐
賀
市
北
川
副
大
字
光
法
一
五
九
八
番
地
一

鳥
栖
市
曽
根
崎
町
字
村
中
二
三
七
四
番
地

指
定
年
月
日

平
成
二
〇
・
九
・
二
四

平
成
二
〇
・
一
〇
・
一

平
成
二
〇
・
一
〇
・
七

平
成
二
〇
・
五
・
一

平
成
二
〇
・
一
〇
・
二
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人　

祐
愛
会

　
　
　
　

所
在
地　

鹿
島
市
大
字
高
津
原
四
三
〇
六
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ゆ
う
あ
い　

山
浦

　
　
　
　

所
在
地　

鹿
島
市
大
字
山
浦
東
丁
五
〇
六
番
地
三

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人 
済
昭
園

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
塩
田
町
大
字
五
町
田
甲
三
四
四
三
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名　

称　

済
昭
園
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業

所

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
塩
田
町
大
字
五
町
田
甲
三
四
四
三
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

中
ノ
小
路
店

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
中
の
小
路
七
番
二
八
号

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

居
宅
療
養
管
理
指
導

四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
、
同
法
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療

機
関
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

国
病
前
店

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
丙
二
三
九
〇
番
地
五

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

居
宅
療
養
管
理
指
導

五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

中
川
通
り
店

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
乙
二
二
八
六
番
地
四

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

居
宅
療
養
管
理
指
導

六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

み
ゆ
き
通
り
店

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
乙
一
三
八
〇
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

居
宅
療
養
管
理
指
導

七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

築
城
店

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
甲
四
一
七
五
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

居
宅
療
養
管
理
指
導

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
七
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社　

弘
正

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
儀
徳
町
二
二
三
八
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護
南
風

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
儀
徳
町
二
二
三
八
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

八　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

千
代
田
店

　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
千
代
田
町
餘
江
一
二
一
一
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

居
宅
療
養
管
理
指
導
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�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人 
済
昭
園

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
塩
田
町
大
字
五
町
田
甲
三
四
四
三
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名　

称　

済
昭
園
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
事
業
所

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
塩
田
町
大
字
五
町
田
甲
三
四
四
三
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
七
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人　

祐
愛
会

　
　
　
　

所
在
地　

鹿
島
市
大
字
高
津
原
四
三
〇
六
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ゆ
う
あ
い　

山
浦

　
　
　
　

所
在
地　

鹿
島
市
大
字
山
浦
東
丁
五
〇
六
番
地
三

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

中
ノ
小
路
店

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
中
の
小
路
七
番
二
八
号

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

国
病
前
店

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
丙
二
三
九
〇
番
地
五

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

中
川
通
り
店

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
乙
二
二
八
六
番
地
四

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

み
ゆ
き
通
り
店

　
　
　
　

所
在
地　

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
乙
一
三
八
〇
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

八　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

築
城
店
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所
在
地　

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
甲
四
一
七
五
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

九　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン
薬
局　

千
代
田
店

　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
千
代
田
町
餘
江
一
二
一
一
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

二　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人 
鹿
島
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　

所
在
地　

鹿
島
市
大
字
納
富
分
二
六
四
三
番
地
一

三　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　

名　

称　

鹿
島
市
社
協
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

　
　

所
在
地　

鹿
島
市
高
津
原
三
六
二
番
地
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
し
、
及

び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

名　
　

称

あ
わ
整
骨
院

所　
　

在　
　

地

鳥
栖
市
古
賀
町
六
二
七
番
地
四

廃
止
年
月
日

平
成
二
〇
・
九
・
一
八

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
施
術
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

名　
　

称

新旧

愛
和
整
骨
院

あ
わ
整
骨
院

所　
　

在　
　

地

鳥
栖
市
古
賀
町
六
二
七
番
地
四

廃
止
年
月
日

平
成
二
〇
・
一
〇
・
一
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�
�
�
�
�
�
�
�

政
党
の
名
称

自
由
民
主
党
佐
賀
県
唐

津
市
・
東
松
浦
郡
第
四

支
部

自
由
民
主
党
佐
賀
県
同

和
会
支
部

代
表
者
の

氏
名　
　

大
場　

芳
博

野
口　

賢
二

会
計
責
任
者

の
氏
名　
　

市
丸　

義
和

池
田　
　

茂

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

唐
津
市
半
田
一
八
五
四
番
地
六

佐
賀
市
天
神
二
丁
目
二
番
二
八
号
松

尾
天
神
ビ
ル
九
〇
二
号

��

�
�
�
�
�
�
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�
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政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名

称
等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

��

�
�
�
�
�
	


�
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

政
党
の
名
称

山
中
真
二
後
援
会

内
山
直
毅
後
援
会

笠
原
義
久
後
援
会

草
場
�
則
後
援
会

岡
み
つ
ひ
ろ
後
援
会

井
�
好
信
後
援
会

し
と
ざ
わ
一
則
後
援
会

税
理
士
に
よ
る
福
岡
資

麿
後
援
会

上
田
ゆ
う
い
ち
後
援
会

浦
田
関
夫
後
援
会

山
�
久
美
子
後
援
会

代
表
者
の

氏
名　
　

山
中　

真
二

阿
部　

省
三

松
本　
　

要

江
口　

信
義

岡　
　

光
�

藤
武
栄
次
郎

山
崎　

勝
美

田
中　
　

進

北
野　

訓
男

山
崎　

康
弘

山
�
久
美
子

会
計
責
任
者

の
氏
名　
　

森　
　

武
則

内
山　
　

博

川
上　

順
陸

山
口　

正
広

岡　
　

幸
子

井
�
ハ
ツ
ヨ

志
渡
澤
君
代

中
野　

順
博

上
田　

量
己

浦
田　

節
子

山
�
久
美
子

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

唐
津
市
肥
前
町
赤
坂
六
五
番
地

唐
津
市
浜
玉
町
横
田
上
八
五
七

伊
万
里
市
新
天
町
四
八
八
―
三

杵
島
郡
白
石
町
大
字
福
富
三
四
四
四

三
養
基
郡
上
峰
町
大
字
坊
所
九
三
二

番
地
の
一

杵
島
郡
白
石
町
大
字
牛
屋
九
八
九
―

一
番
地

唐
津
市
鏡
四
一
六
〇
番
地
二

佐
賀
市
八
幡
小
路
五
番
二
六
号

武
雄
市
武
雄
町
大
字
昭
和
二
二
四

唐
津
市
唐
ノ
川
一
六
六
番
地
一

唐
津
市
坊
主
町
五
三
七
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政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

一　

政
党

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
川
副
町
支

部自
由
民
主
党
佐
賀
県
唐

津
市
・
東
松
浦
郡
第
三

支
部

社
会
民
主
党
佐
賀
県
佐

賀
支
部

社
会
民
主
党
佐
賀
県
鳥

栖
支
部

自
由
民
主
党
佐
賀
県
看

護
連
盟
支
部

自
由
民
主
党
杵
島
郡
協

議
会

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

新

佐
賀
市
川
副
町
小
々
森
一

一
七
六

原
口　

忠
則

自
由
民
主
党
佐
賀
県
唐
津

市
・
東
松
浦
郡
第
三
支
部

徳
光　

清
孝

貞
包　

岩
男

田
口　

秀
行

佐
賀
市
久
保
田
町
徳
万
一

九
九
七
―
一

白
武　

悟

旧

佐
賀
市
川
副
町
鹿
江
一
七

八
三

高
祖　

政
�

自
由
民
主
党
佐
賀
県
東
松

浦
郡
第
三
支
部

江
口　

和
大

徳
光　

清
孝

牛
嶋　

博
明

佐
賀
市
神
野
東
四
丁
目
一

―
一
五

林　
　

隆
夫

自
由
民
主
党
武
雄
市
地

域
協
議
会

自
由
民
主
党
伊
万
里
市

支
部

自
由
民
主
党
太
良
町
支

部自
由
民
主
党
佐
賀
県
電

気
通
信
支
部

自
由
民
主
党
上
峰
町
支

部自
由
民
主
党
鹿
島
市
支

部自
由
民
主
党
佐
賀
県
と

き
わ
会
支
部

民
主
党
佐
賀
県
参
議
院

選
挙
区
第
１
総
支
部

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

谷
口　

攝
久

伊
万
里
市
大
坪
町
丙
一
七

八
一
―
一

藤
津
郡
太
良
町
大
字
大
浦

丁
一
七
〇
一

坂
口　

久
信

見
陣　

泰
幸

佐
賀
市
木
原
一
丁
目
七
―

二
二
多
良
岩
實
方

多
良　

岩
實

八
木　
　

勉

三
養
基
郡
上
峰
町
大
字
前

牟
田
一
五
三
番
地
の
二

井
上　

正
宣

漆
原　

悦
子

橋
爪　
　

敏

村
山　

道
雄

篠
原　

裕
一

藤
山　

馨

伊
万
里
市
東
山
代
町
長
浜

二
一
四
一
―
二

藤
津
郡
太
良
町
大
字
糸
岐

三
七
六
三

田
中　

春
男

恵
崎　

良
司

佐
賀
市
高
木
瀬
西
五
―
九

―
九
片
倉
日
龍
雄
方

片
倉
日
龍
雄

山
岸　

良
行

三
養
基
郡
上
峰
町
坊
所
一

五
九
三

糸
山　

和
男

伊
東　

盛
雄

小
池　

幸
照

有
岡　
　

正

武
廣　

勇
平

井
上
つ
ね
の
り
後
援
会

大
坪
繁
都
後
援
会

大
西
康
之
後
援
会

吉
原
真
由
美
後
援
会

中
山　

佳
之

大
坪　

繁
都

牟
田　

雄
毅

吉
田
荘
吉
郎

井
本　

勝
則

�
武　

正
則

中
野　

正
道

吉
原　

清
治

唐
津
市
肥
前
町
納
所
辛
一
一
八
六
番

地
一

佐
賀
市
諸
富
町
大
堂
二
一
七
五

唐
津
市
本
町
一
九
四
六
―
三

唐
津
市
久
里
一
一
二
八
―
七
三

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

�
浦
ら
い
し
ょ
う
後
援

会堤
ま
さ
ゆ
き
後
援
会

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

佐
賀
市
富
士
町
上
無
津
呂

二
八
三
七

�
浦　

雷
将

�
浦　

清
敬

佐
賀
市
鍋
島
町
八
戸
溝
三

四
八
―
一
八

旧

佐
賀
市
富
士
町
上
無
津
呂

二
七
三
八

�
浦　

清
敬

無
津
呂
英
彦

佐
賀
市
鍋
島
町
八
戸
溝
二

〇
七
―
一
Ｈ
二
〇
二
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政
治
連
盟
佐
賀
県
防
衛

を
支
え
る
会

佐
賀
市
民
間
保
育
推
進

連
盟

久
原
ひ
さ
お
後
援
会

岩
永
浩
美
武
雄
市
後
援

会古
賀
よ
し
ゆ
き
後
援
会

石
井
秀
夫
後
援
会

伊
東
猛
彦
後
援
会

岩
島
ま
さ
あ
き
後
援
会

�
瀬
映
二
後
援
会

傍
示
暢
昭
後
援
会

神
道
政
治
連
盟
佐
賀
県

本
部

日
本
司
法
書
士
政
治
連

盟
佐
賀
会

松
尾
鶴
丸
後
援
会

秀
島
敏
行
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

鳥
栖
市
弥
生
が
丘
一
―
八

―
一
三
〇
一

上
松
大
八
郎

中
島　

哲
谷

香
上　

憲
造

釋　
　

道
寛

山
口　
　

驍

武
雄
市
朝
日
町
大
字
中
野

一
〇
七
九
七
―
一

樋
渡　

啓
祐

吉
原　

武
藤

佐
賀
市
久
保
田
町
大
字
新

田
一
一
〇
七
―
一

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿

乙
一
〇
八
―
二

真
子　

慶
徳

藤
津
郡
太
良
町
大
字
多
良

四
三
〇
八
―
一

佐
賀
市
神
野
東
二
丁
目
六

番
一
〇
号
労
働
会
館
内

傍
示　

泰
枝

傍
示　

泰
枝

�
久　

俊
彦

石
井　

久
人

松
尾　

一
代

中
尾　

昌
由

佐
賀
市
多
布
施
四
―
一
一

―
一
二

溝
内　

好
昭

永
池　

辰
興

福
田　

昭
春

香
上　

憲
造

永
野
間
義
則

武
雄
市
武
雄
町
富
岡
九
三

三
〇
―
一

古
庄　

健
介

藤
山　

馨

佐
賀
市
久
保
田
町
大
字
久

保
田
八
〇
五
―
一

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
野

甲
七
六
―
一
三

秀
島　
　

勇

藤
津
郡
太
良
町
大
字
多
良

一
二
―
一

佐
賀
市
大
和
町
大
字
川
上

六
七
六
番
地
二

傍
示　

暢
昭

傍
示　

暢
昭

吉
村　

昌
一

鈴
木　

謙
一

西
井　
　

一

中
尾
美
佐
子

日
本
建
築
士
事
務
所
政

経
研
究
会
・
佐
賀
県
支

部し
と
ざ
わ
一
則
後
援
会

日
本
保
育
推
進
連
盟
佐

賀
県
支
部

そ
の
だ
浩
之
後
援
会

田
中
良
典
後
援
会

佐
藤
忠
克
後
援
会

ひ
わ
た
し
啓
祐
後
援
会

佐
賀
県
商
工
政
治
連
盟

佐
賀
県
獣
医
師
政
治
連

盟緑
水
会

武
藤
あ
け
み
後
援
会

佐
賀
県
中
小
企
業
政
策

推
進
協
議
会

�
瀬
映
二
後
援
会

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

原
田　

照
行

志
渡
澤
君
代

福
田　

昭
春

指
山
健
次
郎

園
田　

友
紀

栗
原　
　

務

高
尾　

隆
彦

高
木
佐
一
郎

陣
内　

一
博

梅
�　

信
孝

江
永　

幹
夫

吉
田　

政
昭

佐
賀
市
天
祐
一
丁
目
一
五

番
九
号

今
田　

真
人

篠
原　

文
也

池
田　

一
志

唐
津
市
二
夕
子
二
丁
目
二

―
二
九

白
濱　

允
俊

植
田　

里
砂

柴
田　

良
道

池
田　
　

勉

辻　
　

浩
樹

小
形　

朔
生

高
尾　

幸
秀

森　
　

謙
次

島　
　
　

毅

吉
山　

文
蔵

梅
�　

信
孝

徳
永　
　

晃

佐
賀
市
鍋
島
町
大
字
八
戸

一
四
〇
八
番
地
三

福
田
登
茂
樹

藤
井　

重
孝

鶴
丸　

岩
男

佐
賀
市
神
野
東
二
丁
目
六

番
一
〇
号
労
働
会
館
内

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
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り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

�
浦
ら
い
し
ょ
う
後
援
会

内
山
な
お
き
後
援
会

傍
示
暢
昭
後
援
会

岡
光
�
後
援
会

城
島
訓
浩
後
援
会

伊
香
賀
俊
介
後
援
会

江
口
武
吉
後
援
会

山
内
よ
し
あ
き
後
援
会

小
池
一
哉
後
援
会

大
平
竜
弘
後
援
会

川
内
学
後
援
会

松
尾
鶴
丸
後
援
会

し
と
う
し
げ
こ
後
援
会

井
�
好
信
後
援
会

大
坪
繁
都
を
育
て
る
会

し
と
ざ
わ
一
則
後
援
会

忠
友
会

富
永
ま
さ
き
後
援
会

池
田
安
幸
後
援
会

上
田
雄
一
後
援
会

城
島
敏
行
後
援
会

田
島
た
か
ひ
ろ
後
援
会

代
表
者
の
氏
名　
　

�
浦　

雷
将

阿
部　

省
三

傍
示　

泰
枝

岡　
　

英
規

城
島　

訓
浩

伊
香
賀
俊
介

江
口　

武
吉

有
森
亜
矢
加

鶴
�　
　

薫

堤　
　

憲
治

松
永　

徳
一

松
尾　

善
博

徳
島　

武
人

百
武　

正
良

大
坪　

繁
都

山
崎　

勝
美

松
尾　

好
幸

馬
場　

宏
晃

多
良　
　
 

北
野　

訓
男

城
島　

敏
行

有
冨　

克
巳

解
散
年
月
日

平
成
二
〇
年
一
月
一
八
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
九
年
一
〇
月
九
日

平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日

平
成
一
八
年
五
月
三
一
日

平
成
二
〇
年
五
月
一
六
日

平
成
一
八
年
四
月
一
日

平
成
二
〇
年
五
月
一
九
日

平
成
二
〇
年
五
月
二
〇
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
二
〇
年
五
月
二
〇
日

平
成
一
八
年
七
月
二
〇
日

平
成
二
〇
年
五
月
二
三
日

平
成
二
〇
年
三
月
三
〇
日

平
成
二
〇
年
六
月
六
日

平
成
二
〇
年
六
月
一
二
日

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日

平
成
一
八
年
五
月
三
一
日

平
成
二
〇
年
七
月
三
日

平
成
二
〇
年
七
月
三
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

新
生
武
雄
市
を
つ
く
る
会

真
木
和
博
後
援
会

武
藤
あ
け
み
後
援
会

キ
ャ
プ
テ
ン
＠
九
州
佐
賀
支
部

留
守
茂
幸
後
援
会

光
武　

俊
博

山
田　

俊
博

今
田　

真
人

中
村　

勇
希

荒
木　

一
馬

平
成
一
八
年
七
月
一
日

平
成
一
八
年
五
月
三
〇
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
二
〇
年
九
月
二
一
日

昭
和
六
一
年
五
月
四
日
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政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

資
金
管
理
団
体
の
名
称

堤
ま
さ
ゆ
き
後
援
会

古
賀
よ
し
ゆ
き
後
援
会

石
井
秀
夫
後
援
会

�
瀬
映
二
後
援
会

�
瀬
映
二
後
援
会

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

佐
賀
市
鍋
島
町
八
戸
溝
三

四
八
―
一
八

佐
賀
市
久
保
田
町
大
字
新

田
一
一
〇
七
―
一

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿

乙
一
〇
八
―
二

佐
賀
市
神
野
東
二
丁
目
六

番
一
〇
号
労
働
会
館
内

唐
津
市
二
夕
子
二
丁
目
二

―
二
九

旧

佐
賀
市
鍋
島
町
八
戸
溝
二

〇
七
―
一
Ｈ
二
〇
二

佐
賀
市
久
保
田
町
大
字
久

保
田
八
〇
五
―
一

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
野

甲
七
六
―
一
三

佐
賀
市
大
和
町
大
字
川
上

六
七
六
番
地
二

佐
賀
市
神
野
東
二
丁
目
六

番
一
〇
号
労
働
会
館
内

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日
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佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

 
一　

政
治
資
金
規
正
法
第
一
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体

の
指
定
の
取
消

し
の
届
出
を
し

た
者
の
氏
名

城
島　

訓
浩

公
職
の
種

類三
田
川
町

長

資
金
管
理
団

体
の
名
称

城
島
訓
浩
後

援
会

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
田
手

一
五
一
六
番
地

代
表
者
の

氏
名

城
島　

訓
浩

届
出
年
月
日

平
成
二
〇
年

五
月
一
五
日
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代
表
者
の
氏
名

傍
示　

泰
枝

資
金
管
理
団
体
の
名
称

傍
示
暢
昭
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

佐
賀
市
兵
庫
町
大
字
若
宮

二
四
三
六
番
地

資
金
管
理
団
体
で
な
く

な
っ
た
旨
の
届
出
年
月
日

平
成
二
〇
年
五
月
一
四
日
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公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

選
挙
に
つ
い
て
開
票
区
を
設
け
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

一　

開
票
区
を
設
け
る
選
挙

　
　

第
四
十
五
回
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

二　

開
票
区 

市
町
名

佐
賀
市

開
票
区
名

佐
賀
県
第
一
区

佐
賀
市
開
票
区

佐
賀
県
第
二
区

佐
賀
市
開
票
区

区　
　
　
　
　
　
　

域

平
成
十
七
年
十
月
一
日
の
合
併
前
の
旧
佐
賀
市
の
区
域

平
成
十
七
年
十
月
一
日
の
合
併
前
の
旧
佐
賀
市
の
区
域
以
外
の

区
域

武
雄
市

神
埼
市

北
方
開
票
区

武
雄
・
山
内
開
票

区神
埼
市
第
一
開
票

区神
埼
市
第
二
開
票

区

旧
杵
島
郡
北
方
町
の
区
域

旧
杵
島
郡
北
方
町
の
区
域
以
外
の
区
域

旧
神
埼
郡
千
代
田
町
の
区
域

旧
神
埼
郡
千
代
田
町
の
区
域
以
外
の
区
域
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